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                                   仕様書 
令和７年度後期高齢者医療資格確認書等更新案内 

ポスター等作成及び封入封緘業務委託 
 

１ 作成物 

① 後期高齢者医療資格確認書等更新案内ポスター 

（１）数量   18,000 部（予定） 

 （２）サイズ  B3・カラー（縦)   

（３）紙質    コート紙  135ｋｇ 

（４）内容   受託者成果物をベース（デザイン料も含む)とし、必要に応じて修正を加える。 

デザインについては、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ（マイナ保険証

保有者）」を送付すること、発送が７月中に行われることが全面に出した内容

とする。 

          A4 サイズのチラシ（作成物②)にも転用するため、字の大きさに配慮する。 

（５）校正   関係機関との協議のため、校正原稿（カラー版)は 10 部納品とする。 

校正 ２回  色校正 ２回 

② チラシ 

（１）数量   18,700 部（予定） 

 （２）サイズ  A4・表面のみ  カラー  

（３）紙質   コート紙  四六判 63ｋｇ 

（４）内容   ①のポスターの縮小版とする（字の大きさに配慮）。 

（５）校正  校正 ２回  色校正 ２回 

③ 通知文 

（１）数量   16,700 部（予定） 

（２）サイズ  A4・表面のみ  黒１色  

（３）紙質   上質紙四六判 55ｋｇ程度 

（４）内容  広域連合作成の完成原稿（電子データ）渡し。引き渡し日等については、契

約締結後別途協議とする。 

（５）校正   １回 
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④ 送付用封筒（宛名付き） 

（１）数量  16,000 部（予定） 

（２）サイズ  角２ 窓なし 黒１色  

        上記の他、封筒の外側から見て封入物が透けて見えないように、封筒の内側

に地紋を１色印刷すること。 

表面上部に送付先情報等を、表面下部に差出人（広域連合)の情報を記載する。 

※直接印刷（宛名は送付先シール貼付対応も可とする)。 

※送付先情報等の宛名の後に「御中」を記載すること。 

※送付先情報は広域連合作成の原稿（電子データ）渡し。引き渡し日等につ

いては、契約締結後別途協議とする。 

※送付先はすべて神奈川県内とする。 

（３）紙質   上質紙 70kg 

（４）校正   １回 

 

２ 封入・封緘 

①  方法 

「１ 作成物」の「④送付用封筒」に、「①ポスター」は四つ折り、「②チラシ」及び「③

通知文」は折らずに、「③通知文」を一番上にし、封入・封緘する。 

②  封筒の区分 
封緘した封筒は、郵便番号順に並べ替え、郵便区番号（郵便番号上５桁）ごとに区分する

こと。 
区分した封筒は、 差出郵便局が交付する用紙に「郵便区番号（郵便番号上５桁）」及び

「特割」と朱書きしたものとともに紐等で結束し納品すること。 
 封入封緘数が 16,000 件に満たない場合は、残数を広域連合に納品すること。 

③ 部数 

16,000 部（予定） 

ただし、部数は令和７年４月以降に確定するため、契約締結後に指示する。 

 

３ 納品 

① 封入・封緘したもの 

納品場所  広域連合または指定する横浜市内郵便局（１か所） 

② 封入・封緘していないもの 
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 （１） 

方法    「１ 作成物」の「①ポスター」は四つ折り、「②チラシ」及 

び「③通知文」は折らずに、「③通知文」を一番上にし、１部毎にクリッ

プ又は帯封等により仕分けることとする。 

 納品数   以上の方法により仕分けたものを、700 部 

 納品場所  広域連合が指定する横浜市内の１か所 

 （２） 

方法     「１ 作成物」の「①ポスター」は四つ折り、「②チラシ」は折らないこ 

ととする。 

 納品数   以上の方法により、「①ポスター」は 1,300 部、「②チラシ」は、 

2,000 部（50 部毎に帯封） 

 納品場所   広域連合 

 

  ③ PDF ファイルの提供 

    色校正の終了後、原稿を PDF ファイルに変換したものを広域連合に納品すること。 

 

４ 納品時期 

５月下旬を予定 

 

５ 履行期間 

令和７年４月１日から令和７年６月 13 日まで（予定） 

 

６ 支払い 

業務ごとの契約単価に処理件数を乗じた額（その額に１円未満の端数がある場合は端数を切り 

捨てた額）の合計額に、取引にかかる消費税額（地方消費税額を含む）として 100 分の 10 を乗 

じた額を加算して受託者に支払うものとする。 

 

７ 契約不適合責任 

① 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場

合（受託者が広域連合に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合を含む。）

 は、広域連合は、受託者に対し、履行の追完の請求、代金の減額の請求（不適合が広域連
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合の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。）、損害賠償の請求及び契約の解

除をすることができる。 

② 受託者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を広域連合に引き渡した場

合において、広域連合がその不適合を知った時から１年以内にその旨を受託者に通知しな

いときは、広域連合は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、

損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にそ

の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

８ その他  

① ポスター等の版権は全て広域連合に属するものとする。 

② 当該落札決定の効果は、令和７年度当初予算に係る議会の議決がなされ、令和７年４月１

日の令和７年度予算発効時において効果を生ずるものとする。 


